
臓

器
 
 
売
 
 
買

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
刑
務
所
の
事
例

粟
 
 
屋

剛

は
じ
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
臓
器
売
買
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
多
い
が
、
臓
器
売
買
の
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
マ
ス
コ
ミ
等
で
伝
え
ら

 
 
 
 

れ
る
の
み
で
、
ま
と
ま
っ
た
調
査
は
こ
れ
ま
で
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
医
事
法
社
会
学
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
立
場
か

ら
、
手
始
め
に
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
一
時
と
り
あ
げ
ら
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
Z
霧
ご
6
一
一
一
甑
ユ
（
通
称
モ
ン
テ
ン
ル
パ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

ζ
藍
鼠
巳
ξ
帥
）
刑
務
所
に
お
け
る
腎
臓
売
買
の
調
査
を
試
み
た
。
筆
者
は
、
一
九
九
二
年
二
月
、
六
月
、
八
月
、
一
〇
月
と
四
度
フ
ィ

 
 
 
 
 
 
 

リ
ピ
ン
に
渡
り
、
計
一
〇
数
回
、
同
刑
務
所
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
受
刑
者
に
よ
る
腎
臓
提
供
（
売
買
）
の
実
態
を
調
査
し
、

そ
れ
に
関
す
る
諸
資
料
を
得
た
。
ま
た
、
ド
ナ
ー
（
提
供
者
）
と
な
っ
た
特
定
の
受
刑
者
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ド
ナ
ー
の
腎
臓
を
得
た
レ

シ
ピ
エ
ン
ト
（
受
容
者
）
、
術
者
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
諸
調
査
の
結
果
を
報
告

し
、
か
つ
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
な
お
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
臓
器
の
売
買
は
違
法
で
は
な
い
。
一
九
九
二
年
一
月
、
臓
器
提
供
法
9
σ
q
9
。
昌
U
。
建
江
8
＞
9
が
制
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
九
九
二
年
三
月
、
施
行
）
さ
れ
た
が
、
禁
止
規
定
は
そ
れ
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
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（
1
）
加
藤
一
郎
「
心
臓
移
植
手
術
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
四
〇
七
号
（
一
九
六
八
年
）
六
九
頁
以
下
、
菅
野
耕
毅
「
臓
器
移
植
の
法
的

 
問
題
」
『
現
代
契
約
法
大
系
』
第
七
巻
（
一
九
八
四
年
）
一
九
四
頁
以
下
、
黒
川
利
雄
監
修
『
よ
く
わ
か
る
脳
死
・
臓
器
移
植
一
問
一
答
』
（
一
九

 
八
五
年
）
一
五
〇
頁
［
田
辺
功
］
、
飯
田
亘
之
『
あ
な
た
の
臓
器
は
誰
の
も
の
1
価
値
の
基
礎
理
論
と
臓
器
移
植
1
』
（
一
九
八
八
年
）
二
〇

 
頁
、
徳
本
伸
一
「
臓
器
移
植
に
つ
い
て
」
北
陸
公
衆
衛
生
学
会
誌
第
一
五
巻
第
一
号
（
一
九
八
八
年
）
二
四
頁
等
。

 
 
な
お
、
英
米
等
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
種
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
最
近
の
も
の
で
、
さ
し
あ
た
り
目
に
つ
い
た
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。

 
e
q
9
目
。
ω
国
．
寓
曽
。
ユ
。
昌
巴
侮
9
口
α
国
●
国
．
〈
巴
雪
虫
P
§
恥
b
ロ
、
Ω
竃
〉
慰
ミ
≦
δ
、
竃
ミ
O
蒔
Q
き
孚
Ω
き
超
ご
ミ
ミ
執
。
嵩
㍉
む
。
。
蟹
Φ
。
。
Ω
き
儀

 
Q
ざ
嵩
Φ
磁
。
。
。
辱
。
ミ
Ω
O
o
嵩
φ
蟹
ミ
ミ
§
号
。
。
㌧
Φ
、
竜
8
瓢
唱
馬
”
日
げ
o
q
o
ロ
昌
昌
巴
o
h
O
o
霧
ロ
ヨ
霞
＞
h
h
巴
屋
N
卜
。
（
一
㊤
◎
◎
c
◎
）
”
》
娼
．
二
〇
1
蕊
α
．

 
⑲
冒
8
Ω
彗
亀
卜
9
等
霧
。
。
ミ
①
Q
、
o
s
。
。
馬
部
§
警
織
き
、
ミ
8
切
塁
O
磁
Ω
き
。
。
”
〉
営
①
匡
s
ロ
竃
。
色
。
巴
Z
①
零
P
ω
ε
●
卜
。
。
。
＼
ω
ρ
一
㊤
Q
。
◎
。
層

 
b
O
●
嵩
一
お
・
 
㊥
q
・
出
節
署
。
ざ
3
帖
磁
O
蒔
Ω
お
b
o
き
。
、
9
q
o
q
巨
象
o
h
霞
①
島
0
9
D
一
望
匡
。
の
一
①
（
一
㊤
8
）
”
O
b
●
一
嵩
一
＝
㊤
．
 
㊥
b
d
o
び

 
 
ロ
。
同
Φ
。
げ
①
き
§
⑩
器
§
Φ
）
、
辱
＆
Φ
、
O
♪
導
Φ
9
。
。
8
ミ
ミ
慶
』
ぎ
8
、
。
。
琴
。
磁
し
8
ヨ
巴
。
h
竃
Φ
臼
。
巴
史
匡
。
巴
O
（
お
㊤
O
）
も
。
」
・
。
o

 
l
旨
ω
●
 
㊥
〉
・
国
．
ω
巴
陣
げ
唱
ユ
8
口
”
o
け
巴
二
凝
詳
ミ
。
、
ミ
嵩
ミ
Ω
§
6
磁
助
8
甘
仙
§
駐
ミ
b
d
o
轟
ミ
ト
執
ミ
誌
-
q
計
、
巴
ミ
①
9
b
o
き
。
、

 
器
犠
嵩
遷
。
。
噂
目
冨
冒
曽
昌
0
9
ω
ω
O
（
一
〇
〇
〇
）
噂
冒
冒
●
刈
b
。
α
1
謡
。
。
'
 
◎
U
Φ
げ
。
轟
げ
ω
・
距
昌
評
器
ざ
§
ミ
。
詳
①
Q
Ω
ミ
馬
。
器
⑤
b
S
9
Φ
。
。
b
o
自
Ω
、
。
。

 
誉
、
O
磁
旨
き
b
o
き
。
、
。
。
”
》
ヨ
①
二
〇
9
白
瓜
Φ
隻
0
9
。
一
Z
o
毛
。
。
”
q
唱
戸
嵩
u
お
㊤
ど
O
・
ω
門
口
α
O
・
鴇
●
 
㊥
口
。
昌
巴
α
ゆ
巴
δ
望
”
留
。
ミ
織
N
b
d
①

 
』
自
。
ミ
㊦
良
8
0
d
農
黛
ぎ
蟹
、
器
犠
嵩
Φ
黛
穐
”
国
。
き
o
o
。
L
≦
帥
望
b
の
。
◎
”
δ
㊤
ρ
娼
O
・
ω
①
窃
l
Q
。
鳶
願
 
＠
℃
同
。
『
口
曽
寓
。
昌
曽
閑
げ
即
ロ
昌
P
9
¢
Q
、
○
§
こ
。

 
O
o
き
匿
駄
ミ
3
執
老
声
、
O
磁
Ω
嵩
b
o
き
Ω
翫
。
き
。
。
”
日
ぴ
①
》
ロ
Q
ド
ロ
≦
巴
一
の
茸
8
ひ
q
o
ロ
円
昌
巴
”
の
Φ
や
8
δ
露
・

（
2
）
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
七
月
一
八
日
（
夕
刊
）
、
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
九
月
三
日
、
竹
内
義
昭
「
臓
器
売
り
ま
す
村
も
あ
る
イ
ン
ド
の
悩
み
」

 
》
国
国
》
一
九
九
〇
年
八
月
一
四
日
号
二
二
頁
、
迫
田
朋
子
「
『
脳
死
の
定
義
』
と
そ
の
周
辺
」
立
花
隆
・
Z
出
国
取
材
班
『
脳
死
』
（
一
九
九
一

 
年
）
八
三
頁
～
八
八
頁
、
朝
日
新
聞
一
九
九
二
年
七
月
二
九
日
、
広
野
伊
佐
美
『
幼
児
売
買
』
（
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
～
三
五
頁
等
。
他
に
、

 
英
米
等
の
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
注
（
1
）
に
掲
げ
た
文
献
の
な
か
に
も
部
分
的
に
事
実
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。

 
団
円
㊤
犀
9
0
0
ケ
O
ず
9
D
昌
α
円
P
日
犠
お
Φ
黛
Q
。
誉
、
留
貯
層
≦
-
〇
二
α
℃
奉
の
ω
切
Φ
託
Φ
毛
哺
国
①
げ
・
一
8
滑
U
．
α
ω
…
ゆ
酋
同
げ
9
困
9
ゆ
㊤
巴
Φ
が
δ
織
部
Φ
曾
孚
Ω
き
。
。
-

 
も
貯
ミ
◎
。
ぎ
Q
ミ
き
Ω
肉
9
0
鳴
O
o
き
。
ミ
き
》
ぴ
。
§
曽
黛
、
亀
℃
日
げ
①
Z
①
≦
磯
○
同
犀
日
一
3
①
o
ロ
リ
q
ロ
p
ρ
お
O
ご
O
げ
二
ω
＝
Φ
α
σ
q
Φ
P
薯
翫
Ω
き

 
b
o
g
o
、
◎
。
卜
馬
§
計
器
§
Φ
総
孚
Ω
き
竜
N
Ω
蕊
。
。
”
目
げ
o
Z
①
竃
団
。
同
犀
目
畔
口
o
o
ロ
”
q
9
昌
．
b
◎
G
o
”
一
㊤
㊤
卜
Q
・

（
3
）
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
あ
る
七
つ
の
国
立
刑
務
所
の
う
ち
の
一
つ
。
マ
ニ
ラ
郊
外
に
あ
る
。
収
容
人
員
（
約
八
千
名
）
及
び
面
積
（
五
三
〇
ヘ
ク
タ
ー

 
ル
）
の
点
に
お
い
て
東
洋
一
の
規
模
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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（
4
）
刑
務
所
外
で
も
腎
臓
売
買
は
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
調
査
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
栗
原
理
『
灯
台
』
（
一
九
九
二
年
）
に

 
よ
れ
ば
、
海
外
腎
移
植
事
情
研
究
協
会
の
斡
旋
で
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
ま
で
に
八
人
の
日
本
人
患
者
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
腎
臓
移
植
手
術
を
受
け

 
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
七
人
ま
で
が
受
刑
者
以
外
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
る
。

（
5
）
本
稿
は
三
度
目
の
調
査
を
終
え
た
時
点
で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
度
目
は
補
足
調
査
を
行
っ
た
。

（
6
）
正
式
名
は
、
〉
口
＞
9
｝
白
鼠
。
ユ
臥
口
σ
q
爵
o
b
。
σ
q
曽
。
団
。
同
U
o
昌
曽
自
。
目
。
隔
〉
＝
○
同
℃
9
艮
o
h
9
＝
‘
目
き
b
d
o
身
帥
津
霞
U
＄
讐
隔
。
同

 
o
Q
O
Φ
o
強
Φ
ユ
℃
霞
b
o
。
。
Φ
ω
（
H
四
①
】
V
自
げ
弾
唄
O
》
O
酔
ヴ
酬
。
●
↓
目
↓
O
）
特
定
の
目
的
の
た
め
に
死
体
の
全
部
又
は
一
部
を
遺
贈
又
は
贈
与
す
る
こ
と
を
公
認

 
す
る
法
律
。
翻
訳
と
し
て
、
拙
稿
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
臓
器
提
供
法
」
徳
山
大
学
論
叢
第
三
七
号
（
一
九
九
二
年
）
四
一
八
頁
以
下
。

（
7
）
禁
止
規
定
が
な
い
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
民
事
上
は
、
臓
器
売
買
契
約
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
民
法
第
一
四
〇
九
条
（
我
が
国
の
い
わ
ゆ
る
公
序
良
俗

 
規
定
［
民
法
第
九
〇
条
］
他
に
相
当
）
に
よ
り
無
効
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。
臓
器
提
供
法
案
の
起
草
に
当
た
っ
た
下
院
保
健
委
員
会
の
マ
フ
ェ

 
オ
・
ヴ
ィ
バ
ル
竃
巴
o
o
≦
げ
巴
弁
護
士
も
同
一
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

二
 
臓
器
提
供
の
概
要
と
そ
の
形
態
の
変
遷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 

 
一
九
九
一
年
七
月
二
日
の
日
付
が
入
っ
た
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
刑
務
所
病
院
の
腎
臓
提
供
者
名
簿
に
は
、
ド
ナ
～
と
な
っ
た
受
刑
者

の
氏
名
と
そ
の
受
刑
者
番
号
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
氏
名
、
手
術
年
月
日
、
及
び
手
術
が
行
わ
れ
た
病
院
の
名
が
、
一
覧
表
の
形
で
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
ド
ナ
ー
は
セ
ラ
ル
ド
・
カ
ル
バ
グ
O
Φ
冨
a
。
0
9
。
冨
ぴ
9
。
σ
q
氏
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
七
五
年
四
月
に

ド
ナ
ー
と
な
っ
た
。
現
在
も
服
役
中
で
あ
る
。
彼
以
後
、
最
新
の
ド
ナ
ー
、
ア
ル
フ
レ
ド
・
リ
バ
ー
ン
≧
守
巴
。
切
ま
き
氏
に
至
る
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

で
、
五
一
名
の
受
刑
者
が
ド
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
現
在
ま
で
に
二
人
が
死
亡
し
、
三
〇
人
が
釈
放
さ
れ
、
三
人
が
逃
亡
し

 
 
 
む
 

て
い
る
。
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
多
く
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
あ
る
が
、
日
本
人
も
二
人
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
、
中
国
人
、
ア

ラ
ビ
ア
人
な
ど
、
約
一
〇
数
人
の
外
国
人
が
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
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四

 
腎
臓
提
供
は
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
ラ
バ
ル
≦
8
暮
①
国
磐
巴
国
家
刑
務
局
長
（
当
時
）
の
時
代
に
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
一
年
五

月
、
ヴ
ェ
ン
・
ジ
ョ
・
テ
ソ
ロ
く
露
』
。
目
。
。
。
。
3
刑
務
所
長
（
当
時
）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
再
開
さ
れ
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
移
植
手
術
は
、
数
件
の
例
外
を
除
い
て
、
す
べ
て
マ
一
一
う
に
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
腎
臓
セ
ン
タ
ー
塾
頭
昌
O
。
暮
霞
。
h
夢
①

℃
匡
一
甘
宮
昌
＄
で
行
わ
れ
て
い
る
。

 
腎
臓
提
供
の
形
態
は
、
「
無
償
一
↓
謝
礼
1
↓
売
買
」
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
最
初
の
ド
ナ
ー
、
カ
ル
バ
グ
氏
は
、

金
銭
そ
の
他
の
報
酬
は
一
切
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
た
だ
、
彼
は
死
刑
囚
だ
っ
た
の
で
、
減
刑
な
い
し
釈
放
を
期
待
し
て
い
た
と

い
う
。
腎
臓
提
供
が
功
を
奏
し
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
彼
は
死
刑
執
行
を
免
れ
、
一
九
八
一
年
置
無
期
禁
鋼
に
減
刑
さ
れ
て

い
る
。
他
の
初
期
の
ド
ナ
ー
は
既
に
釈
放
さ
れ
て
い
た
り
逃
亡
し
て
い
た
り
で
、
捜
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
病
院
関
係
者
や
古

く
か
ら
い
る
刑
務
所
看
守
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
ド
ナ
ー
の
多
く
は
死
刑
囚
で
、
彼
等
は
減
刑
や
釈
放
の
み
を
期
待
し
て
い
た
と
い
う
。

 
そ
の
後
、
徐
々
に
謝
礼
が
渡
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
現
れ
、
一
九
八
五
年
頃
に
、
さ
ら
に
謝
礼
か
ら
事
前
の
交
渉
-
売
買
1
へ
と
変
化
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
①
一
九
七
五
年
に
腎
臓
提
供
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
間
に
全
部
で
一
四
件
だ
っ
た
の

が
、
一
九
八
五
年
に
入
っ
て
飛
躍
的
に
増
え
、
同
年
だ
け
で
一
九
件
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
②
一
九
八
五
年
、
通
算
一
九
番
目
の
ド
ナ
ー

と
な
っ
た
ル
ペ
ン
・
バ
ッ
チ
ョ
国
辱
①
口
b
d
㊤
9
。
氏
は
交
渉
は
せ
ず
に
一
万
五
千
ペ
ソ
の
謝
礼
を
得
て
い
る
が
、
同
年
、
通
算
二
八
番
目

の
ド
ナ
ー
と
な
っ
た
ベ
ル
ト
・
サ
ン
ト
ス
切
。
昌
ω
9
暮
8
氏
は
交
渉
し
て
一
万
五
千
ペ
ソ
と
品
物
（
テ
レ
ビ
）
を
得
て
い
る
こ
と
、
な
ど

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
近
時
の
腎
臓
提
供
が
す
べ
て
売
買
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

（
8
）
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
刑
務
所
内
に
あ
る
受
刑
者
、
刑
務
所
職
員
、
刑
務
所
看
守
等
の
た
め
の
病
院
。

（
9
）
リ
バ
ー
ン
氏
の
手
術
は
名
簿
作
成
後
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
名
前
は
最
下
欄
に
手
書
き
で
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
調
査
中
（
一
九
九

 
二
年
八
月
十
三
日
）
、
通
算
五
二
番
目
の
ド
ナ
ー
と
な
る
受
刑
者
の
病
院
へ
の
外
出
が
国
家
刑
務
局
長
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
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（
1
0
）
刑
務
所
病
院
の
記
録
に
よ
る
と
、
一
方
は
手
術
の
四
年
後
、
頭
部
外
傷
に
よ
っ
て
、
他
方
は
手
術
の
五
年
半
後
、
肺
結
核
で
、

 
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
手
術
と
直
接
の
因
果
関
係
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
三
人
と
も
、
現
在
も
逃
亡
中
で
あ
る
。

死
亡
し
た
と
さ

三
 
臓
器
提
供
（
売
買
）
シ
ス
テ
ム

徳山大学論叢

 
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
刑
務
所
病
院
の
マ
リ
ア
・
ル
ー
ズ
・
ヴ
ィ
ラ
ヌ
エ
バ
蜜
胃
ド
冒
旨
①
＜
自
9
。
匿
Φ
＜
帥
院
長
の
署
名
入
り
の
、
特

に
筆
者
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
腎
臓
提
供
（
売
買
）
の
手
続
き
を
述
べ
た
文
書
、
及
び
ド
ナ
ー
・
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
間
で
交
わ
さ
れ
る
契
約

書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
、
並
び
に
同
院
長
・
病
院
看
護
婦
・
刑
務
所
看
守
・
最
新
の
ド
ナ
ー
で
あ
る
リ
バ
ー
ン
氏
な
ど
の
証
言
を
総
合
す
れ

ば
、
近
時
の
腎
臓
提
供
（
売
買
）
シ
ス
テ
ム
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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①
腎
臓
提
供
（
売
買
）
を
希
望
す
る
受
刑
者
が
、
刑
務
所
病
院
備
え
付
け
の
、
血
液
型
別
の
提
供
希
望
人
名
簿
に
登
録
す
る
。
②
レ
シ

ピ
エ
ン
ト
が
腎
臓
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
要
望
書
を
国
家
刑
務
局
長
に
提
出
す
る
。
③
国
家
刑
務
局
長
が
承
認
す
れ

ば
、
そ
の
書
類
は
刑
務
所
病
院
に
回
さ
れ
る
。
④
刑
務
所
病
院
の
検
査
技
師
が
、
組
織
適
合
検
査
の
た
め
に
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
と
同
じ
血

液
型
の
提
供
（
売
買
）
希
望
の
受
刑
者
か
ら
血
液
を
採
取
し
、
そ
れ
を
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
入
っ
て
い
る
病
院
に
回
す
。
⑤
同
病
院
で
検
査

が
行
わ
れ
、
組
織
が
適
合
す
る
受
刑
者
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
旨
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
知
ら
さ
れ
る
。
⑥
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
（
又
は
そ
の

家
族
）
が
ド
ナ
ー
と
な
る
受
刑
者
を
訪
問
し
、
腎
臓
提
供
の
条
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
。
⑦
合
意
が
成
立
す
れ
ば
、
契
約
書
、
手
術
承
諾

書
、
権
利
放
棄
書
等
が
作
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
手
術
日
時
等
が
決
定
さ
れ
る
。
⑧
契
約
書
は
、
予
め
刑
務
所
が
用
意
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

五



一ノ＼

に
ド
ナ
ー
・
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
氏
名
、
年
齢
等
及
び
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
用
意
す
べ
き
謝
礼
の
額
（
正
確
に
は
、
売
買
金
額
）
を
記
入
す
る

と
い
う
形
で
作
成
さ
れ
る
。
⑨
刑
務
所
長
が
、
国
家
刑
務
局
長
の
承
認
を
得
て
、
ド
ナ
ー
が
手
術
の
た
め
に
外
出
す
る
こ
と
を
許
可
す
る

証
明
書
を
発
行
す
る
。
⑩
ド
ナ
ー
が
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
病
院
に
護
送
さ
れ
、
検
査
の
う
え
、
腎
臓
摘
出
手
術
及
び
移
植
手
術
が
な
さ
れ

る
。
⑪
健
康
回
復
後
、
ド
ナ
ー
が
刑
務
所
に
護
送
さ
れ
る
。
⑫
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
が
、
腎
臓
提
供
（
売
買
）
契
約
成
立
後
、
ド
ナ
ー
の
退
院

ま
で
の
間
に
、
一
回
な
い
し
三
回
払
い
で
、
ド
ナ
ー
に
謝
礼
（
正
確
に
は
、
売
買
代
金
）
を
支
払
う
。
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刑
務
所
病
院
は
、
そ
れ
自
体
が
い
わ
ゆ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ラ
ヌ
エ
バ
院
長
、
同
病
院
看
護
婦

及
び
そ
の
他
の
病
院
職
員
に
よ
れ
ば
、
刑
務
所
病
院
は
ド
ナ
ー
・
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
間
の
腎
臓
提
供
（
売
買
）
代
金
の
交
渉
に
は
ま
っ
た
く

関
与
し
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、
最
新
の
ド
ナ
ー
、
リ
バ
ー
ン
氏
及
び
そ
の
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
で
あ
る
バ
ラ
ッ
ド
神
父
の
証
言
並
び
に

他
の
ド
ナ
ー
と
な
っ
た
受
刑
者
の
証
言
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
刑
務
所
病
院
が
腎
臓
の
売
買

に
関
与
し
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
提
供
（
売
買
）
金
額
の
決
定
に
関
与
し
て
い
な
い
の
み
で
あ
る
。
刑
務
所
病
院
は
、
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
で
書
か
れ
た
契
約
書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

、
、
夢
①
U
O
Z
O
国
O
暮
o
h
げ
目
蓋
9
。
昌
騨
ρ
鼠
。
小
話
㊤
の
。
ロ
貯
註
巨
口
σ
q
9
。
口
画
窓
四
身
け
。
α
o
口
9
0
匡
の
匡
傷
口
①
唄
け
。
島
①
即
国
9
℃
日
Z
目
．
．
（
ド
ナ
ー

は
、
人
道
的
な
理
由
か
ら
、
喜
ん
で
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
腎
臓
を
提
供
す
る
）
、
、
、
ま
円
碧
α
ぽ
8
房
δ
震
9
・
江
。
口
占
運
気
。
。
ゴ
ヨ
一
群
胃
貯
口

σq

ｶ
♂
弩
P
爵
。
国
国
O
弓
田
Z
目
一
。
。
註
一
一
ぎ
σ
q
ζ
畠
。
舜
江
田
σ
q
8
げ
び
①
U
O
Z
O
即
自
α
匡
ω
忌
日
一
ζ
菩
。
ω
ロ
日
。
h
 
 
 
．
．
（
こ
の
人
道
的
な

意
思
表
示
に
鑑
み
て
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
は
、
喜
ん
で
ド
ナ
ー
及
び
そ
の
家
族
に
合
計
金
額
 
 
 
を
提
供
す
る
）

こ
れ
は
、
表
現
と
し
て
は
売
買
で
は
な
く
贈
与
畠
。
轟
江
。
ロ
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
み
れ
ば
、
ま
さ
に
売
買
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
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四
 
臓
器
提
供
に
よ
る
減
刑
及
び
釈
放

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

 
ド
ナ
ー
と
な
る
受
刑
者
に
は
減
刑
、
釈
放
等
の
恩
典
が
与
え
ら
れ
る
と
の
一
部
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
が
あ
る
。
し
か
し
、
腎
臓
提
供
（
売

買
）
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
必
要
的
に
減
刑
、
釈
放
等
が
な
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
受
刑
者
の
減
刑
、
釈
放
等
は
、
「
恩
赦
・
仮
出

獄
委
員
会
規
則
」
閑
巳
①
。
。
雪
α
国
①
σ
q
巳
鉾
一
8
ω
。
h
夢
Φ
ゆ
。
胃
α
。
h
℃
9
。
巳
。
匿
9
。
巳
℃
胃
。
一
①
の
規
定
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
仮
釈
放
は
法
務
省
の
恩
赦
・
仮
出
獄
委
員
会
が
審
議
の
上
で
決
定
す
る
。
ま
た
、
減
刑
及
び
恩
赦
は
、
同
委
員
会
の
推
薦
を
受
け
て

 
 
 
 
 
 
 
お
 

大
統
領
が
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
大
統
領
恩
赦
国
器
2
江
＜
。
○
一
①
ヨ
Φ
ま
唄
と
い
う
形
を
取
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
有

 
 
な
 

資
格
者
（
収
監
後
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
に
至
っ
た
受
刑
者
）
以
外
は
そ
も
そ
も
審
議
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

 
腎
臓
提
供
に
よ
る
減
刑
、
釈
放
等
の
シ
ス
テ
ム
は
、
恩
赦
・
仮
出
獄
委
員
会
事
務
局
の
ア
ル
テ
ミ
オ
・
ア
ス
ピ
ラ
ス
〉
冨
Φ
巨
。
〉
。
。
宮
轟
ω

局
長
並
び
に
最
新
の
ド
ナ
ー
、
リ
バ
ー
ン
氏
及
び
そ
の
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
で
あ
る
忌
日
リ
ト
・
バ
ラ
ッ
ド
国
学
。
鼻
。
℃
9
。
一
失
神
父
な
ど
の

証
言
を
総
合
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

262

 
①
臓
器
提
供
（
売
買
）
の
交
渉
時
に
、
そ
の
条
件
に
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
又
は
そ
の
家
族
が
ド
ナ
ー
の
減
刑
、
釈
放
等
の
嘆
願
を
行
う
こ

と
を
加
え
る
。
②
移
植
手
術
後
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
又
は
そ
の
家
族
が
法
務
省
の
恩
赦
・
仮
出
獄
委
員
会
に
嘆
願
書
を
出
す
。
そ
の
際
、
政

治
家
が
介
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。
③
刑
務
所
は
、
同
委
員
会
に
提
出
す
る
た
め
の
受
刑
者
記
録
を
作
成
す
る
が
、
ド
ナ
ー
と
な
っ
た
そ
の

受
刑
者
に
、
、
、
碧
。
α
．
．
》
．
．
＜
Φ
曙
σ
q
。
o
侮
．
．
》
．
、
Φ
×
亀
①
暮
．
、
な
ど
の
評
価
を
与
え
る
（
た
だ
し
、
腎
臓
提
供
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
建
て
前

上
は
、
評
価
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
）
。
④
同
委
員
会
が
、
そ
の
受
刑
者
記
録
に
基
づ
き
、
審
議
の
上
で
、
減
刑
、
釈
放

等
の
実
質
的
決
定
を
下
す
（
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
有
資
格
者
以
外
は
そ
も
そ
も
審
議
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
）

七



八

ア
ス
ピ
ラ
ス
局
長
に
よ
れ
ば
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
嘆
願
書
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

刑
務
所
か
ら
の
受
刑
者
記
録
が
届
か
な
い
場
合

に
、
委
員
会
に
当
該
受
刑
者
が
有
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
意
味
で
有
効
で
あ
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
取
扱
い
が
有
利
に
な
る

（
1
2
）
前
掲
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
七
月
一
八
日
（
夕
刊
）
、
前
掲
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
九
月
三
日
等
。

（
1
3
）
ア
ス
ピ
ラ
ス
局
長
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
が
同
委
員
会
の
推
薦
結
果
に
対
し
て
．
．
Z
O
．
．
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
な
い
と
い
う
。

（
1
4
）
委
員
会
規
則
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
減
刑
に
つ
い
て
は
、
下
限
刑
の
三
分
の
一
以
上
の
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
。
ま

 
た
、
仮
出
獄
に
つ
い
て
は
、
下
限
刑
の
全
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
。

（
1
5
）
筆
者
が
刑
務
所
内
の
受
刑
者
記
録
の
保
管
室
に
入
っ
た
時
、
一
部
の
記
録
は
床
に
散
乱
し
て
い
た
。
棚
に
置
か
れ
て
い
る
記
録
も
き
ち
ん
と
整

 
製
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ス
ピ
ラ
ス
局
長
に
よ
れ
ば
、
刑
務
所
か
ら
記
録
が
届
か
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
る
と
い
う
。

（
1
6
）
ア
ス
ピ
ラ
ス
局
長
に
よ
れ
ば
、
唯
一
、
当
該
嘆
願
書
が
同
委
員
会
に
「
当
該
受
刑
者
に
対
す
る
同
情
の
念
」
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
、
取
扱
い

 
が
有
利
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
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五
 
具
体
的
事
例

一
九
九
二
年
八
月
現
在
、
最
新
の
ド
ナ
ー
は
ア
ル
フ
レ
ド
・
リ
バ
ー
ン
氏
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
八
年
ル
ソ
ン
島
北
部
カ
ガ
ヤ
ン
に
生

れ
、
小
学
校
を
卒
業
後
、
農
業
に
従
事
し
た
。
現
在
五
三
歳
。
十
歳
の
頃
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
と
い
う
。
家
族
は
母
、
妻
、
及

び
子
供
五
人
で
あ
る
。
彼
は
一
九
七
七
年
に
入
所
し
て
い
る
か
ら
、
現
在
ま
で
に
一
五
年
間
刑
務
所
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
罪

名
は
殺
人
罪
（
二
人
殺
し
）
。
た
だ
し
、
彼
は
冤
罪
を
主
張
し
て
い
る
。
刑
は
無
期
禁
鋼
。
た
だ
し
、
後
、
禁
鋼
三
四
年
に
減
じ
ら
れ
た
。
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な
お
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
多
く
の
犯
罪
組
織
が
あ
る
が
、
彼
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ヌ
ワ
イ
・
イ
ル
カ
ノ
O
Φ
ロ
巳
Φ
ぎ
。
零
。
と
い
う

組
織
に
属
し
て
い
る
。
以
下
は
、
筆
者
と
リ
バ
ー
ン
氏
の
刑
務
所
内
で
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

 
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
あ
な
た
に
臓
器
提
供
を
も
ち
か
け
た
の
か
。

リ
「
自
分
は
以
前
、
所
内
で
散
髪
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
手
術
の
約
三
週
間
前
に
、
マ
ノ
リ
ト
・
オ
ル
ピ
ン
ド
竃
き
。
ま
。

O
一
豆
巳
。
医
療
技
師
の
散
髪
を
し
て
い
る
時
に
彼
が
も
ち
か
け
て
き
た
。
」

な
ぜ
提
供
し
よ
う
と
思
っ
た
の
か
。

リ
「
金
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
。
減
刑
、
釈
放
も
期
待
し
て
い
た
。
よ
い
こ
と
で
も
あ
る
。
」

 
こ
わ
く
な
か
っ
た
か
。

リ
「
そ
れ
は
な
か
っ
た
。
他
に
も
大
勢
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
。
」

 
い
く
ら
貰
っ
た
の
か
。
お
金
以
外
に
何
か
貰
っ
た
か
。

リ
「
現
金
で
五
霞
ペ
ソ
（
一
九
九
二
年
現
在
、
一
ペ
ソ
約
五
円
-
筆
者
注
1
）
も
ら
っ
た
。
他
に
扇
風
機
と
ラ
ジ
オ
を
貰
っ
た
。
」

 
誰
が
そ
の
金
額
を
決
め
た
の
か
。
品
物
は
あ
な
た
が
要
求
し
た
の
か
。

リ
「
自
分
と
バ
ラ
ッ
ド
神
父
の
父
親
が
交
渉
し
て
決
め
た
。
品
物
は
自
分
が
要
求
し
た
。
」

 
金
額
等
の
交
渉
は
い
っ
し
た
の
か
。
手
術
の
前
か
後
か
。

リ
「
手
術
の
前
だ
。
」

貰
っ
た
金
は
ど
う
し
た
の
か
。
品
物
は
ど
う
し
た
の
か
。

リ
「
田
舎
の
家
族
の
た
め
に
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
と
水
牛
一
頭
を
買
っ
た
。
残
り
は
家
族
に
仕
送
り
し
た
り
、
生
活
費
に
使
っ
た

 
り
し
た
。
貯
金
も
ほ
ん
の
少
し
だ
が
し
て
い
る
。
品
物
は
所
内
で
使
っ
て
い
る
。
」

九
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契
約
書
や
権
利
放
棄
書
に
サ
イ
ン
す
る
前
に
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
読
ん
だ
の
か
。
そ
れ
ら
を
持
っ
て
い
る
か
。

リ
「
目
が
悪
い
の
で
読
ん
で
い
な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
持
っ
て
い
な
い
。
」

 
バ
ラ
ッ
ド
神
父
に
直
接
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

リ
「
手
術
の
前
に
病
院
で
一
度
会
っ
た
。
そ
れ
だ
け
だ
。
」

 
あ
な
た
は
自
分
の
腎
臓
を
「
売
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
の
か
。

り
「
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
。
」

 
も
し
希
望
者
が
日
本
人
で
あ
っ
た
ら
ど
う
し
て
い
た
か
。

リ
「
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
あ
ろ
う
と
同
じ
こ
と
だ
。
」

一
〇

リ
バ
ー
ン
氏
の
腎
臓
の
提
供
を
受
け
た
の
は
エ
メ
リ
ト
・
バ
ラ
ッ
ド
神
父
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
三
年
に
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
で
生
れ
た
。

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
Z
o
書
。
U
即
ヨ
①
大
学
及
び
ア
テ
ネ
オ
・
デ
ィ
・
マ
ニ
ラ
〉
＄
口
8
U
Φ
竃
雪
一
体
大
学
で
神
学
を
学
び
、
卒
業
後
、
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
の
神
父
と
な
っ
た
。
現
在
三
八
歳
。
以
下
は
、
筆
者
と
バ
ラ
ッ
ド
神
父
の
彼
の
教
会
内
で
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

病
名
は
何
か
。

パ
「
慢
性
腎
炎
か
ら
萎
縮
腎
に
な
っ
た
。
」

 
い
つ
頃
か
ら
悪
い
の
か
。

パ
「
ず
っ
と
以
前
か
ら
だ
。
一
九
八
六
年
目
最
初
の
移
植
手
術
を
受
け
た
。
自
動
車
事
故
で
脳
死
に
な
っ
た
一
八
歳
の
青
年
か
ら
も

 
ら
っ
た
が
、
す
ぐ
に
だ
め
に
な
っ
た
。
同
じ
他
方
の
腎
臓
を
も
ら
っ
た
二
八
歳
の
女
性
の
方
は
今
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う

 
の
に
…
…
。
」

259



第39号徳山大学論叢

な
ぜ
受
刑
者
か
ら
腎
臓
を
得
よ
う
と
思
っ
た
の
か
。

パ
「
親
兄
弟
や
親
戚
に
は
血
液
型
や
白
血
球
型
な
ど
が
合
う
者
が
い
な
か
っ
た
。
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
で
き
れ
ば
一
般
の
若
い
健

康
人
の
腎
臓
が
欲
し
か
っ
た
。
受
刑
者
は
栄
養
状
態
が
よ
く
な
い
。
リ
バ
ー
ン
は
年
老
い
て
い
る
…
…
。
」

手
術
費
用
や
リ
バ
ー
ン
氏
へ
の
謝
礼
は
誰
が
払
っ
た
の
か
。

パ
「
教
会
の
信
者
の
寄
付
だ
。
私
自
身
は
貧
乏
だ
か
ら
払
え
な
い
。
」

 
リ
バ
ー
ン
氏
と
の
交
渉
は
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。

パ
「
こ
ち
ら
が
最
初
三
万
ペ
ソ
の
支
払
い
を
申
し
入
れ
た
。
し
か
し
彼
は
五
衣
ペ
ソ
と
品
物
を
要
求
し
て
き
た
。
拒
絶
で
き
な
い
こ

と
は
あ
な
た
に
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
一
〇
万
ペ
ソ
と
い
っ
て
き
て
も
払
っ
た
だ
ろ
う
。
」

あ
な
た
は
り
バ
ー
ン
氏
の
腎
臓
を
「
買
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
の
か
。

パ
「
そ
う
だ
。
」

第
一
回
目
の
移
植
の
と
き
の
脳
死
腎
に
つ
い
て
は
金
を
払
っ
た
の
か
。

パ
「
葬
式
代
と
し
て
ド
ナ
ー
の
親
に
四
万
ペ
ソ
払
っ
た
。
」

手
術
の
前
に
金
額
に
つ
い
て
交
渉
し
た
の
か
。

パ
「
そ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
謝
礼
と
し
て
払
っ
た
。
」
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リ
バ
～
ン
氏
の
腎
臓
摘
出
手
術
と
そ
の
腎
臓
の
バ
ラ
ッ
ド
神
父
へ
の
移
植
手
術
は
一
九
九
二
年
二
月
一
四
日
置
メ
デ
ィ
カ
ル
・
シ
テ
ィ

ー
般
病
院
ζ
。
9
。
9
。
一
9
貯
Ω
①
⇔
霞
9
。
一
口
。
。
。
昼
下
巴
で
行
わ
れ
た
。
手
術
し
た
の
は
国
立
腎
臓
研
究
所
2
掌
。
江
8
巴
閑
一
包
昌
ぎ
ω
鼻
ロ
げ
Φ
の

エ
ン
リ
ケ
・
オ
ナ
国
目
一
ρ
器
目
●
O
目
β
。
副
所
長
で
あ
る
。
彼
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
腎
臓
移
植
外
科
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
以
下
は
、
筆
者
と
オ
ナ
医
師
の
同
研
究
所
内
で
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

一
一
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一
二

 
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
く
ら
い
の
手
術
実
績
が
あ
る
の
か
。

オ
「
約
千
例
の
実
績
が
あ
る
。
」

 
モ
ン
テ
ン
ル
パ
刑
務
所
の
受
刑
者
五
一
人
が
腎
臓
を
提
供
し
て
い
る
が
、
あ
な
た
が
そ
れ
ら
の
手
術
を
行
っ
た
の
か
。

オ
「
ド
ナ
ー
が
受
刑
者
で
あ
る
か
な
い
か
、
い
ち
い
ち
区
別
し
な
い
の
で
覚
え
て
い
な
い
が
、
当
然
、
受
刑
者
も
含
ま
れ
て
い
る
だ

 
ろ
う
。
」

受
刑
者
の
腎
臓
提
供
の
う
ち
の
窮
境
か
は
明
ら
か
に
「
売
買
」
と
い
え
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
か
。

オ
「
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
事
者
間
の
金
銭
的
な
や
り
と
り
に
は
ま
っ
た
く
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
。
」

 
リ
バ
ー
ン
氏
と
バ
ラ
ッ
ド
神
父
の
ケ
～
ス
も
「
売
買
」
だ
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
か
。

オ
「
知
ら
な
か
っ
た
。
後
で
知
っ
た
。
」

 
受
刑
者
の
腎
臓
売
買
に
、
倫
理
的
な
問
題
は
な
い
の
か
。

オ
「
問
題
は
な
い
と
思
う
。
」

 
バ
ラ
ッ
ド
神
父
は
当
初
、
死
体
腎
の
提
供
を
待
っ
て
い
た
が
、
提
供
者
が
現
れ
な
い
の
で
受
刑
者
か
ら
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
死
体
腎
の
提
供
を
待
つ
間
の
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
国
立
腎
臓
研
究
所
の
マ
リ
ロ
ウ
・
ラ
ゾ
ー
ガ
ル
シ
ア
ζ
㊤
邑
。
自
ピ
9
・
N
亨

Ω
9
・
目
9
9
女
史
で
あ
る
。
彼
女
自
身
も
腎
臓
移
植
を
受
け
て
い
る
。
同
女
史
に
よ
れ
ば
、
国
立
腎
臓
研
究
所
で
は
無
血
縁
者
間
の
生
体
腎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

の
移
植
は
行
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
死
体
腎
の
提
供
及
び
血
縁
者
間
の
提
供
の
場
合
も
、
葬
式
代
な
ど
の
謝
礼
の

支
払
い
は
か
ま
わ
な
い
が
、
売
買
に
結
び
付
く
よ
う
で
あ
れ
ば
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
な
い
と
い
う
。

 
死
体
腎
の
提
供
を
断
念
し
た
後
、
バ
ラ
ッ
ド
神
父
は
、
受
刑
者
か
ら
の
腎
臓
提
供
を
受
け
る
べ
く
、
ニ
ュ
ー
・
ビ
リ
ビ
ッ
ド
刑
務
所
を

訪
ね
た
。
こ
の
段
階
で
の
移
植
コ
～
デ
ィ
ネ
～
タ
ー
は
、
い
わ
ば
刑
務
所
病
院
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
た
だ
、
具
体
的
業
務
は
主
任
看
護
婦
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が
行
っ
て
い
る
。
同
病
院
が
受
刑
者
の
腎
臓
提
供
ひ
い
て
は
売
買
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
は
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
7
）
理
由
は
、
同
研
究
所
の
フ
ィ
ロ
テ
オ
・
ア
ラ
ノ
霊
一
〇
8
0
≧
曽
。
所
長
に
よ
れ
ば
、
非
血
縁
者
間
の
生
体
腎
の
移
植
を
行
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

 
て
病
院
関
係
者
が
不
当
な
利
益
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
招
き
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

徳山大学論叢

六
 
お
わ
り
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

 
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
は
既
に
臓
器
売
買
を
禁
止
す
る
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
現
在
で
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

売
買
賛
成
論
も
依
然
と
し
て
根
強
い
。
我
が
国
で
は
、
未
だ
禁
止
立
法
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
九
二
年
一
月
に
出
さ
れ
た
臨
時
脳

死
及
び
臓
器
移
植
調
査
会
の
最
終
答
申
に
は
売
買
の
禁
止
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
脳
死
及
び
臓
器
移
植
に
関
す
る
立
法
が
な
さ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
に
売
買
禁
止
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
な
お
、
過
去
の
文
献
を
み
て
も
、
我
が
国
で
は
臓
器
売
買
反
対
論
が

 
 
 
 
 
 
 
 

圧
倒
的
で
あ
る
。

 
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
腎
臓
売
買
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
二
年
一
月
に
制
定
さ
れ
た
臓
器

提
供
法
に
は
禁
止
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
（
前
述
）
。
同
法
案
の
起
草
に
当
た
っ
た
ナ
ル
シ
ソ
・
モ
ン
フ
ァ
ト
Z
9
。
同
。
一
。
。
。
ζ
。
巳
。
騨

前
下
院
議
員
は
、
な
ぜ
禁
止
規
定
を
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
の
か
、
と
の
筆
者
の
問
い
に
、
「
金
の
や
り
と
り
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
ド

ナ
ー
の
臓
器
に
よ
っ
て
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
が
助
か
る
の
は
事
実
だ
。
ド
ナ
ー
不
足
は
深
刻
だ
。
禁
止
す
る
と
ま
す
ま
す
ド
ナ
ー
が
減
る
こ
と

に
な
る
。
せ
っ
か
く
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
移
植
医
療
の
芽
を
摘
み
た
く
な
い
。
」
と
答
え
て
い
る
。
彼
は
医
者
で
も
あ
る
。
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一
四

 
エ
リ
ベ
ル
ト
・
ミ
サ
・
ジ
ュ
ニ
ア
国
匡
げ
霞
8
ζ
貯
帥
q
門
●
国
家
刑
務
局
長
も
、
「
反
倫
理
的
と
は
思
わ
な
い
。
禁
止
す
る
理
由
は
何
も

な
い
。
腎
臓
を
提
供
す
る
か
し
な
い
か
は
、
受
刑
者
自
身
が
決
め
る
こ
と
だ
。
」
と
い
う
。
一
時
、
刑
務
所
内
に
禁
止
の
通
達
を
出
し
た

テ
ソ
ロ
刑
務
所
長
（
当
時
）
も
、
禁
止
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
腎
臓
売
買
を
斡
旋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
務
所
側
が
不
当
な
利
益
を
得

て
い
る
と
い
う
悪
評
を
打
ち
消
す
の
が
目
的
だ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

 
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ほ
と
ん
ど
の
受
刑
者
（
男
子
）
は
刑
務
所
内
で
稼
い
だ
乏
し
い
収
入
で
所
外
の
妻
子
を
養
っ
て
い
る
。
刑
務
所
の
内
も

外
も
我
が
国
の
現
実
と
は
余
り
に
も
異
な
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
済
が
長
年
に
亘
っ
て
停
滞
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
経
済
だ

け
で
な
く
、
社
会
構
造
、
法
制
度
、
民
族
の
歴
史
、
文
化
、
国
民
性
、
宗
教
、
慣
習
、
モ
ラ
ル
な
ど
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど

違
い
が
あ
る
。
臓
器
売
買
に
対
す
る
評
価
が
我
が
国
と
異
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
筆
者
は
そ
も
そ
も
、
移
植
医
療
を
推
進
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

な
が
ら
臓
器
売
買
を
一
律
に
無
条
件
に
禁
止
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
仮
に
一
般

論
と
し
て
臓
器
売
買
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
よ
う
な
国
で
は
、
そ
れ
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
臓

器
売
買
を
禁
止
し
な
い
の
は
、
現
在
の
彼
の
国
の
状
態
を
前
提
と
す
る
限
り
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
選
択
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
が
苦
し
い
選
択
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
と
し
て
は
、
他
国
か
ら
の
、
高
所
に
立
っ
た
倫
理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的
観
点
か
ら
の
み
の
批
判
は
、
差
し
控
え
る
ほ
う
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
刑
務
所
病
院
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
提
供
希
望
者
名

簿
に
現
在
も
約
四
〇
〇
人
の
ド
ナ
ー
候
補
者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

（
1
8
）
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
米
臓
器
移
植
法
Z
讐
δ
昌
巴
O
同
σ
q
曽
日
同
9
。
昌
の
覧
9
馨
＞
9
第
三
〇
一
条
、
新
・
統
一
死
体
提
供
法
q
巳
h
o
同
白

 
〉
旨
旨
。
ヨ
8
巴
Ω
§
＞
9
（
一
㊤
◎
。
『
）
第
一
〇
条
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
臓
器
移
植
法
口
q
日
き
O
円
σ
q
9
血
目
轟
守
宮
㊤
暮
。
。
＞
9
一
〇
c
。
㊤
第
一
条
。
他

 
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
で
も
禁
止
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
（
世
界
各
国
の
臓
器
売
買
禁
止
に
関
す
る
立
法
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
中

 
谷
理
子
「
W
H
O
ヒ
ト
臓
器
移
植
、
治
療
目
的
の
臓
器
及
び
組
織
の
使
用
 
 
国
際
的
・
国
内
的
立
法
・
規
約
及
び
そ
の
他
の
方
途
に
関
す
る
考
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察
（
上
）
（
下
）
」
日
本
医
事
新
報
第
三
五
四
九
号
（
一
九
九
二
年
）
九
九
頁
以
下
及
び
第
三
五
五
〇
号
（
一
九
九
二
年
）
九
五
頁
以
下
参
照
）
。

 
な
お
、
一
九
九
一
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
第
四
四
回
世
界
保
健
総
会
で
「
ヒ
ト
臓
器
移
植
に
関
す
る
指
針
」
が
採
択
さ
れ
た
が
、
そ
の
指
針
五
に

 
は
臓
器
売
買
禁
止
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
中
谷
理
子
「
W
H
O
ヒ
ト
臓
器
移
植
に
関
す
る
指
針
」
日
本
医
事
新
報
第
三
五
＝
二
号
（
一
九
九
一

 
年
）
九
一
頁
以
下
及
び
臨
時
脳
死
及
び
臓
器
移
植
調
査
会
審
議
だ
よ
り
第
八
号
（
一
九
九
二
年
）
六
一
頁
等
参
照
）
。

（
1
9
）
一
の
注
（
1
）
に
掲
げ
た
欧
文
文
献
の
う
ち
④
、
⑤
を
除
く
す
べ
て
が
、
著
者
自
ら
賛
成
論
を
唱
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
反
対
論
者
の
意
見
と

 
あ
わ
せ
て
、
賛
成
論
者
の
意
見
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
0
）
一
の
注
（
1
）
に
掲
げ
た
我
が
国
の
文
献
は
す
べ
て
反
対
論
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
、
日
本
医
師
会
生
命
倫
理
懇
談
会
「
脳
死
お
よ
び

 
臓
器
移
植
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
」
（
一
九
八
八
年
一
月
一
二
日
）
や
日
本
弁
護
士
連
合
会
人
権
擁
護
委
員
会
第
四
部
会
「
脳
死
と
臓
器
移
植
に

 
関
す
る
意
見
書
（
第
四
部
会
案
）
」
（
一
九
九
〇
年
六
月
）
な
ど
も
、
臓
器
売
買
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
少
し
古
い
が
、
賛

 
成
論
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
植
松
正
「
臓
器
移
植
に
関
す
る
法
律
問
題
」
移
植
第
一
巻
第
四
号
（
一
九
六
七
年
）
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
2
1
）
こ
の
点
は
別
稿
に
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（
2
2
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
石
原
明
「
我
国
の
『
角
膜
・
腎
臓
移
植
法
』
の
検
討
」
神
戸
学
院
法
学
第
一
九
巻
第
一
号
（
一
九
八
八
年
）
三
二
頁
は
、

 
日
本
人
患
者
が
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
な
っ
た
事
例
（
二
で
述
べ
た
日
本
人
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
う
ち
、
最
初
に
手
術
を
受
け
た
患
者
の
事
例
）
に
つ
い

 
て
、
「
反
生
命
倫
理
的
・
非
人
間
的
な
感
触
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
論
評
し
て
い
る
。
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付
記
 
本
稿
の
要
約
（
た
だ
し
、
一
部
加
筆
訂
正
）
が
本
誌
発
行
以
前
に
法
学
セ
ミ
ナ
ー
誌
（
一
九
九
三
年
六
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

一
五


